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発行日：令和 8 年 4 月 20日 
発 行：加 東 市 商 工 会 

加東市の事業者支援制度の紹介 

事業主・被保険者の皆様へ令和 8 年度雇用保険料率のご案内 

 

【お問い合わせ】加東市 産業振興部 商工観光課   0795-43-0531 MAIL：shoko@city.kato.lg.jp 

 

■創業者支援補助事業補助金 
加東市内で創業又は第二創業を目指す方を対象に、事業の立ち上げに必要な経費の   

一部を補助します。（プレゼンテーションによる審査があります。） 

補助金額：上限１００万円 補助率：補助対象経費の１/２ 

 
■IT 等事業開設支援補助金 
高度技術を活用して社会課題の解決を図り、今後成長が見込まれる企業や起業家等に 

よる加東市内での事業所開設に対して、補助金を交付します。 

補助金額：１事業者につき上限１，２００万円 補助率：補助対象経費の１/２ 

 
●人材確保事業支援補助金 
WEB を活用した求人活動を実施する加東市内の中小企業者に対して、補助金を交付します。 

補助金額：１事業者につき上限５０万円 補助率：補助対象経費の１/２ 

 ★企業立地奨励金 
加東市内に新規工場棟を設置する場合や、既存工場等の増改築・移転を行う場合に、一定の 

要件を満たせば、新たに取得した資産にかかる固定資産税等の相当額を５年間交付します。 

対象業種：製造業・情報サービス業・学術・開発研究機関・道路貨物運送業・倉庫業・梱包業 

補助金額：固定資産税等の税額に相当する額（５年間） 

 ★工場等創業継続支援等助成金 
加東市内に工場を設置している企業等に対して、水道料金の一部を助成します。 

対象業種：製造業・情報サービス業・学術・開発研究機関・旅館・ホテル 

補助金額：２ヶ月当たりの使用水量のうち、2,000 ㎥を超えた使用水量 1 ㎥につき５０円を乗じた額 

 

各支援制度を受けるためには、事前に申請が必要です。 

申請に当たって各種要件がありますので、QR コードから詳しい情報をご覧ください。 

 

現在 

調整中 
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